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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年９月５日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月２４日 １８時１５分ごろ 

発生場所 広島県尾道
おのみち

糸崎
いとざき

港第２区 

 新尾道大橋橋梁灯（Ｃ２灯）から真方位２８５°１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.６′ 東経１３３°１２.９′） 

事故の概要 遊漁船神
しん

運
うん

丸は、東進中、交通船ピースは、西進中、両船が衝突し

た。 

神運丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の破口等を生じ、また、

ピースは、右舷船首部船底外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 神運丸、４.６トン  

２８１－３４９３５広島、個人所有 

１１.０４ｍ（Lr）×２.８９ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３６４.１０kＷ、平成９年６月 

Ｂ 交通船 ピース、５トン未満 

２５１－１８６１７広島、個人所有 

８.３２ｍ（Lr）×２.９２ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、２７９.５kＷ（合計）、平成１１年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４０歳 

  二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日  平成１３年７月１２日 

   免許証交付日 平成２８年７月７日 

           （平成３３年７月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

   免許登録日  平成２５年７月５日 

   免許証交付日 平成２５年７月５日 

        （平成３０年７月４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に破口及び破損、左舷船尾部ハンドレールに曲

損、船尾部スパンカーに折損、機関に濡損 

Ｂ 右舷船首部船底外板に亀裂、船底外板に擦過傷、プロペラ翼に欠

損及び曲損、操舵室内の航海計器及び機関に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 西流約１.５

ノット（kn）（尾道水道） 

日没時刻：１６時５９分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、翌日の遊漁に備えて係船場所に

向かう目的で、平成２９年１１月２４日１８時０５分ごろ広島県尾道

市歌
うた

港に向けて尾道糸崎港第２区の同市向島所在のマリーナ（以下

「本件マリーナ」という。）を出発した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、主機の回転数を半速力前進の毎分約

１,１００～１,３００として約１２～１３kn の速力（対地速力、以下

同じ。）で、尾道糸崎港第２航路（以下、航路については「尾道糸崎

港」を省略する。）に入り、ＧＰＳプロッター兼魚群探知機を約０.２

５海里（Ｍ）レンジとして表示された同航路の右側の境界線に沿って

東進した。 

 船長Ａは、舵輪前の椅子に腰を掛け、右舷船首方約５００ｍに、尾

道大橋東方沖を北西進するＢ船のマスト灯及び左舷灯と陸岸の照明に

よって照らされたＢ船の船体を視認し、その後、Ｂ船がほぼ正船首方

にＡ船に向かって接近する状態を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の方位が変わらないと思い、右舵約１０°
としたものの、さらにＢ船がＡ船に向けてくるので、衝突の危険を感

じ、主機の回転数を落として速力を約７～８kn とするとともに右舵一

杯に取りながら電子ホーンで短音を吹鳴したものの、１８時１５分ご

ろＡ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

船長Ａは、衝突の衝撃で、舵輪で胸を打った。 

船長Ａは、本件マリーナに本事故発生を連絡するとともに海上保安

庁に通報し、マイクでＢ船に呼び掛け、Ｂ船の乗組員が無事であるこ

とを確認した。 

Ａ船は、自力で本件マリーナに向かっていたところ、本件マリーナ

からの救助船及び船長Ａの知人の遊漁船が来援し、両船によって本件

マリーナまでえい
．．

航された。 

船長Ａは、後日病院で診察を受けたところ、全治約３日間の胸部打

撲及び１０日間の通院治療を要する頸
けい

椎捻挫と診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同僚（以下「同乗者Ｂ」とい

う。）１人を乗せ、会合に参加する目的で、１８時００分ごろ法定灯

火を表示し、尾道市の中央桟橋に向けて同市福田港を出港した。 
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Ｂ船は、船長Ｂが操舵室左舷側の操縦席で操舵に当たり、同乗者Ｂ

を右舷側の椅子に腰を掛けさせ、１８時１０分ごろ第１航路に入り、

同航路に沿って航行した。 

船長Ｂは、尾道大橋の北側及び中央の橋梁灯の間に向けて針路を定

め、Ｂ船は、主機の回転数を通常航海速力の約２,８００回転とし、

約２０knの速力で第２航路のやや右側を西北西進した。 

Ｂ船は、尾道大橋下を通過して徐々に左転して西進中、船長Ｂが、

左舷船首方至近のＡ船に気付き、右舵を取ったものの、１８時１５分

ごろＡ船と衝突し、Ａ船の船尾甲板を乗り切った。 

船長Ｂは、衝撃を感じてすぐに主機を中立運転としＢ船を惰力で進

行させて浅所に座礁させた。 

船長Ｂは、同乗者Ｂに携帯電話で海上保安庁に本事故発生の通報を

依頼し、自らが知人に携帯電話でＡ船と衝突した旨を連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂが海上保安庁の調査を受けたのち、知人の要請で来

援した船に横抱きされて造船所にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真

３ Ａ船の損傷状況、写真４ Ｂ船の損傷状況（船首部）、写真５ 

Ｂ船のプロペラ翼及びＡ船の船尾部スパンカーの損傷状況 参照） 

 その他の事項 第２航路は、‘尾道大橋の西方沖で大きく湾曲する海域’（以下「本

件屈曲部」という。）における約８０ｍの可航幅のうち、北側寄りの

幅約５０ｍを航路として設けており、本件屈曲部付近約５００ｍ以内

に接近するまで見通しが効かない状況であった。 

船長Ａは、第２航路の南側にドックの係船ブイが存在し、尾道大橋

西方付近では浅所が張り出していることを知っていたので、同航路の

南側に外れないように同航路内を南側境界線に沿って航行していた。 

船長Ａは、第２航路を東進する際、本件屈曲部の見通しが悪いこと

を知っており、ふだん尾道大橋東方の西航船が見えにくいので注意し

ていた。 

船長Ａは、ふだん尾道水道を約１３kn の速力で航行し、危険を感じ

たこともなく、いつもどおりの速力で危険はないと思っていたが、Ｂ

船を初認した際、もっと速力を減じて早い時期に避航動作をとれば良

かったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、会合出席等の目的で本件屈曲部を週当たり１回航行して

いた。 

船長Ｂは、第２航路が設けられていることは知っていたが、尾道水

道の北側に設定されていたことを承知していなかったので、右側端に

寄って航行していなかったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、夜間、航行中、レーダー兼用のＧＰＳプロッターの輝度

調整の設定に詳しくなかったので、画面が明るく、見張りの妨げにな

ると感じ、本事故当時、電源を入れず起動していなかった。 



- 4 - 

船長Ｂは、尾道水道を西航する際、本件屈曲部において、尾道大橋

を通過するまで同水道内を見渡せないので、尾道大橋西方からの航行

船を目視で早期に発見することが難しいと本事故前から思っていた。 

船長Ｂは、ふだん尾道水道を約２０kn の速力で航行しても特に危険

を感じたことがなく、本事故当時、ふだんと同じ速力で航行していた

ので、安全な速力とせずに航行を続けたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、見通しが効かない第２航路の本件屈曲部を東進中、船長Ａ

が、北西進するＢ船を認めた際、いつもどおりの速力で危険はないと

思い、安全な速力とせずに航行し、避航動作を行わなかったため、Ｂ

船がＡ船に向かって間近に接近するのを認め、減速して右舵を取った

ものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、本件屈曲部において、ふだん約１３kn の速力で航行して

いるが、危険を感じたことがなく、いつもどおりの速力で危険はない

と思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、第２航路を西進中、船長Ｂが、見通しが効かない本件屈曲

部に接近した際、同航路が北側に設定されていたことを知らずに同航

路の右側端に寄って航行せず、また、いつもどおりの速力（約２０

kn）で危険はないと思い、安全な速力とせずに航行を続けたため、至

近にＡ船を認めたものの、どうすることもできず、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ｂは、尾道大橋西方からの行会い船を目視で早期に発見するこ

とが難しいと本事故前から思っていたが、ふだん尾道水道を約２０kn

の速力で航行しても特に危険と感じていなかったので、いつもどおり

の速力（約２０kn）で危険はないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件屈曲部が付近約５００ｍ以内に接近するまで見通しが

効かない状況であったが、本件屈曲部に達する前にすぐに停止するこ

とができる安全な速力ではなかったものと考えられる。 

 船長Ｂは、第２航路が尾道水道の北側に設定されていたことを承知

していなかったことから、同航路を右側端に寄って航行しなかったも

のと考えられる。 

 船長Ｂは、輝度調整の設定に詳しくなく、レーダー兼用のＧＰＳプ

ロッターを使用していなかったことから、Ａ船がＢ船に接近する状況

を認識していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、見通しが効かない本件屈曲部において、Ａ船が約

１３kn の速力で東進中、Ｂ船が約２０kn の速力で西進中、船長Ａ

が、北西進するＢ船を認めた際、安全な速力とせずに航行し、避航動
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作を行っておらず、また、船長Ｂが第２航路が北側に設定されていた

ことを知らずに右側端に寄って航行せず、いつもどおりの速力（約２

０kn）で危険はないと思い、安全な速力とせずに航行を続けたため、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭い水道の屈曲部では、見通しが悪いことから、行き会

う船が存在することを想定し、屈曲部に達する前に安全な速力に

減速して避航動作をとること。 

・船長は、狭い水道において、特に屈曲部では、前路を前広に見る

ことができるように十分に注意して航行すること。 

・船長は、航路が設定されている狭い水道等を航行する場合、事前

に水路調査を行い、航路の設定海域を把握しておくこと。 

・狭い水道の屈曲部では、行会い船を認めた場合、早めに汽笛を使

用して音響信号により注意喚起を行うことが望ましい。 

・船長は、夜間において、輝度調整の設定を適切に行った上でレー

ダー等を活用して他船を早期に探知し、他船と接近する状況を認

識すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船             写真２ Ｂ船 

  
 

写真３ Ａ船の損傷状況       写真４ Ｂ船の損傷状況（船首部） 

  

 

写真５ Ｂ船のプロペラ翼及びＡ船の船尾部スパンカーの損傷状況 

 


